
2003.10
68

　通常，一般的な会社が営業活動を行う上で，
出張が必要となることがよくあります。その
出張の中には，日帰り出張もあれば宿泊を伴
うもの，また短期間の場合，長期間にわたる
場合，と内容はさまざまです。また，交通機
関としては，電車，タクシー，バス，飛行機
などのように，それぞれ行き先や用途に応じ
て使い分けることになりますが，企業として
は，その結果をしっかりと管理しておく必要
があります。そのためには，出張に際しての
旅費規程を整備し，遵守させることが大切で
す。お手盛りで出張旅費の処理をしていると，
税務上，通常必要と認められる範囲を逸脱し
たものとみなされた部分については，給与と
して課税されることになり，面倒なことにな
りかねませんので，注意が必要です。
　旅費規程の作成に際しては，次の点に留意
してください。
① 　支給額が，取締役，部長，課長，主任
などそれぞれの役職に従ってバランスよ
く適正なものになっているか。
② 　支給額が，同業種，同規模の会社が支
給している金額と比べて相当かどうか。

　次に，出張に際しては，出張申請書に，い
つどこへ出張し，どのような業務を行うのか
その予定を記入の上，提出させます。これは
単に申請書を作成させるだけでなく，出張す
る者に，合理的な行動予定の確認をさせるこ

とに役立ちます。
　その申請書には，出張旅費の概算も記入さ
せるような様式を使用するとよいでしょう。
　また，出張が多い営業マンの場合には，出
張旅費の精算がともすると遅れがちになる場
合があります。多額の出張費用が見込まれる
ときには，仮払いをするケースも出てきます。
このようなときには，出張から帰社する都度
精算をさせるよう心掛けることです。精算が
遅れると，特に，領収書をもらえない交通機
関（電車やバス）を使用した場合などのよう
に，実際にかかった経費が不明確になり，ト
ラブルの元になります。
　出張に関する費用の中には，交通費や宿泊
費，通信費だけではなく，場合によっては接
待費なども含まれます。出張旅費の精算をす
るときには，出張旅費精算書を作成してもら
いますが，その場合，一般的には，「旅費交
通費」の勘定科目で処理します。しかし，接
待費のように，交際費としての処理の場合に
は，税務署のチェックがしっかり入りますの
で，費用科目はしっかりと区分して記載する
よう注意してください。
　いずれにしても，出張旅費の精算に関しま
しては，うるさがられるくらい細かく行うよ
う心掛けることが大切です。
 （文責　㈱日本法令企画開発部　小堀和博）
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